

公表第３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１４年１０月２９日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

同 吉 久 宏
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監 査 対 象 機 関
農林水産部：財団法人愛媛県農業開発公社
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平成１４年４月１日 �
����財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社に名称変更

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１３年１２月１８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ １５年度末には、公社の資金残高がマイナスとなってしまい、基金
の取り崩しが必要となる可能性が高い。基金を取り崩せば基金運用
収入が減ってしまい、公社の存続が困難になる可能性が高い。

２ 退職給与引当金に見合う特定資金の留保が全く行われていない。
特定資金の留保を行うか、収支計算書に留保を行っていない旨の注
記を行う必要がある。

３ 荒災予備引当金の必要性を検討し、必要がなければ全額の取崩し
を行い、必要性があれば計上基準・取崩基準を明確にして、これを
継続的に適用する必要がある。

４ 特別事業損失引当金は、すでに対象事業が廃止されている。当該
引当金は、不用になっており、取り崩しをする必要がある。

５ 公社は、県及び国から組織体制整備費のスペシャリスト手当とし
て補助金１１百万円の交付を受けている。これは、農地保有合理化事
業を効率的に推進するためにはスペシャリストの活用が不可欠なた
めである。常務理事及び総務班長の全般管理業務に相当する月次給
与は、スペシャリスト手当には該当し得ないものである。スペシャ
リスト手当に該当する人件費のみを計上するよう事務改善する必要
がある。

６ 農作業受委託事業のリーフレット作成費のうち一部が組織整備費
で支出されている。農作業受委託事業に関する支出は、すべて当該
費目で計上すべきであり、予算不足が明らかな場合は、適切な手続
きに基づいて予算化すべきである。

７ 他団体の会費及び事務所の賃貸料を助成金交付事業業務費で支出
している。会費及び賃借料は、特定事業に付随する経費ではなく、

１ 平成１４年４月１日に、管理経費節減等の合理化を図るべく、財団
法人愛媛県農林漁業後継者育成基金との統合を行った。
また、平成１６年度以降は人員の削減を行い、収支の改善を目指す
こととしている。

２ 平成１４年度から退職給与引当預金として積み立てることとした。

３ 平成１４年３月３１日に全額取り崩した。

４ 平成１４年３月３１日に全額取り崩した。

５ 事務局長（愛媛県農業開発公社当時は常務理事）は、公社の全般
管理業務のほか、市町村との連絡調整、公社職員の研修等を、総務
合理化班長（愛媛県農業開発公社当時は総務班長）は、経理事務の
ほか、市町村指導、農家相談等の業務を所掌しており、スペシャリ
ストとすることについて国の了解を得ている。また、額については
、従事割合に応じて支給されるものでなく、配置するスペシャリス
トに定額で支給されるものである。

６ 事業推進組織整備費で設置している連絡調整員は、リーフレット
を使って農作業受委託事業を推進していることから、そのリーフレ
ットの作成費については事業推進組織整備費で支出している。

７ 他団体の会費については、一般管理費から支出し、事務所賃借料
については、事業費に応じた按分負担とするなど、経費区分を明確

毎週（火・金）曜日発行 第１４０３号外１ 平成１４年１０月２９日
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公表第３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

一般管理費として計上すべき費用であり、助成金交付事業業務費で
計上すべきものではない。

８ 収入については調定及び収入決議書、支出については支出負担行
為及び支出決議書に基づいて処理される。これは公社経理規程によ
るものであるが、公社の事務処理上必要性に乏しい。

９ 業務課６名中２名（うち県派遣１名）及び出納員・副出納員の合
計４名については、公社業務を行っているにもかかわらず公社が人
件費を負担していない。業務遂行上必要なコストを正確に認識する
ために、該当職員の人件費を会計上認識し、収入として計上すべき
である。

１０ 経理業務がすべて手書きで行われている。早急にパソコンを導入
すべきである。また、総勘定元帳と元帳が二重に記帳されている。
事務処理の無駄を無くすよう早急に見直しすべきである。

１１ 電話代、電気代等通常口座引き落としが可能なものに対しても銀
行窓口での振込手続きを行っている。事務処理の合理化のため、口
座引き落としを活用すべきである。

１２ 賃貸借事業用地貸付料収入の中に、小作料前払資金返還収入が２
４１，０００円含まれている。賃借事業用地貸付料収入科目で処理してい
るが、小作料前払資金返還収入科目へ計上すべきである。
売買事業用地は、買取希望者に一時貸付を行うことができる。こ
の賃貸料は、売却予定代金より控除する取扱いとなっている。賃貸
料は、収支計算書において売買事業用地貸付料収入として計上され
ているが、用地の売却代金の一部と考えられ適切な収入科目で処理
すべきである。

１３ 平成１２年３月取得のパソコンについて、耐用年数の適用誤りによ
り減価償却費が８５千円過大に計上されている。

１４ 買入農地の売渡予定時期も決裁事項としている。当初の予定より
売渡時期が延長されたものは、決裁事項の一部に変更が生じたもの
であるが変更手続は採られていない。決裁事項の変更に係る手続を
明確化されたい。

１５ 買入農地の売却時期が遅れる場合には、保有農地の増加による管
理コストが生じるとともに、県レベルでは利子助成の一部について
負担が生じるため、売渡時期の経過によるコストを十分認識された
い。

１６ 買入農地に係る計算書類上の表示について次のような対応が必要
である。
� 財産目録に名称、数量、価格等を詳細に表示する。
� 計算書類の注記事項として、買入農地の評価方法を記載する。
	 農地買入に係る借入金について返済期限が１年未満の借入金に
ついては、流動負債の「短期借入金」として表示する。

１７ 出向者等は、比較的短期間（１年～２年）で異動することが予想
される。地元農業者との長期的な信頼関係を築くためにも業務担当
者の異動については、計画的に対応すべきで愛媛県など派遣元団体
に人事異動に対する要求を積極的に伝えられたい。

１８ 現状の人員において業務を遂行するためには、過重な負担となる
事務手続等の見直しが必要である。（起案者以外に２２名もの捺印を
得ている例がみられた。）

にした。

８ 予算に準拠した厳正な収入、支出事務の執行のために必要である
と考えている。
なお、平成１４年度から、調定及び収入決議書、支出負担行為及び
支出決議書とも仕訳伝票を兼ねたものに様式を改正し、事務の簡素
化を図った。

９ 県からの派遣職員経費については、平成１４年度から公社が支払う
こととし、他の職員の人件費については派遣元が、出納員・副出納
員の人件費については県が負担している旨を収支決算書に明記する
こととした。

１０ 平成１４年４月からパソコンを導入し事務改善を図った。

１１ 口座引き落としを実施することとし、会計規程を改正した。

１２ 今後、小作料前払資金の返還がある場合は、小作料前払資金返還
収入科目を設定し計上することとする。
また、平成１４年度から売買事業用地を買取希望者に一時貸付する
場合において、賃貸料を売却予定代金より控除しないこととした。

１３ 平成１３年度決算で修正した。

１４ 売渡時期の変更について決裁を受けることとした。

１５ 早期売却に努めることとしたい。

１６
� 平成１３年度決算から、貸借対照表の明細書に表示することとし
た。

� 平成１３年度決算から、計算書の注記事項に「売却事業用地の期
末価格は買入れ価格で表示している。」と記載することとした。

	 平成１３年度決算から、振替処理の手続きをして「短期借入金」
として表示することとした。

１７ 派遣元団体に対し、出向期間が原則３年間となるよう要請する。

１８ 引き続き、業務の執行方法や事務手続きを見直し、迅速な事務処
理が図られるよう努める。

愛 媛 県 報平成１４年１０月２９日 第１４０３号外１
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表する。

平成１４年１０月２９日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

同 吉 久 宏

監 査 対 象 機 関 税務課

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１３年１２月１８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ 滞納状況に関する情報は、本庁のホストコンピューターから定期
的に電子データとして各地方局に提供されており、滞納整理票とデ
ータとの照合による処理確認、パソコンによるデータ加工が可能と
なり、税務課のシステムとしては、事務の効率化・滞納整理事務の
高度化が図られている。しかし、一部運用されていない地方局があ
るため、今後全地方局で統一的に運用するとともに、データ内容を
拡充するなどより高度な滞納管理システムの構築が必要である。

２ 本庁出力帳票の地方局での利用状況を調査したところ、利用しな
い不要部分もあった。例年実施している係長・担当者研修会におけ
るシステム改善要望に加えて、更に本庁と地方局相互の連携を密に
した事務システムの構築が必要である。

３ 経費支出については、支払先が１件の場合は、支出負担行為書兼
決議書に統合されているが、２件以上の場合は、支出負担行為書と
支出決議書の２つの書類が作成されている。２件以上の支払先があ
る場合においても、支出負担行為書兼決議書として処理すべきであ
る。

１ 電子データによる未納情報の提供を１４年１月から全地方局で統一
的に行っており、その際、データ内容についても拡充した。
なお、高度な滞納管理システムの構築については、全国的に導入
している事例がほとんどないため、他県の普及状況や技術動向等を
見守っていきたい。

２ 例年実施している研修会において協議のうえ、当該指摘部分につ
いて削除した。今後も本庁と地方局との意思疎通をより円滑なもの
とし、問題点については、相互の連携の下、早期に解決する努力を
継続していくこととした。

３ 支払先が２件以上の場合に支出負担行為書兼決議書で処理した場
合、そのうちの１件について支払取消が生じると、他の支払先につ
いても支出負担行為書からやり直す必要があるなど、却って事務が
煩雑になる場合もある。また、支払先が２件以上の場合について支
出負担行為書兼決議書で処理するためには、現在の財務オンライン
システムを変更しなければならないため、当面、支払先が１件の場
合のみを対象とする。

監 査 対 象 機 関 総務部：愛媛県生活つなぎ資金協会

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１３年１２月１８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ 給与所得者に対する生活つなぎ資金として１人当たり５０万円を限
度として貸し付ける制度であるが、当該限度額では給与所得が保証
されている利用者にとっては、他の融資制度が十分利用でき、当該
貸付制度の必要性は薄れてきている。
生活つなぎ資金制度の廃止又は他の団体との統合を検討する必要

がある。

２ 協会の事業は、生活つなぎ資金の貸付事業のみであり、融資及び
回収業務に限定されている。一般会計と事業会計の区分が経理規程
で定められているが、区分は不要であり、事業会計により決算すべ
きである。

３ 県への運営費の補助金申請は、年度初めに行うが、前年度の運営
費の予算額をもとに申請をし、年度末に人件費等を節約した残額６
，３２０千円を貸付金の貸倒償却に充てている。これについては知事承
認等の予算流用の手続を行っている。しかし、年度初めの申請時か
ら貸倒償却を独立した項目として補助金申請をし、運営費も前年実
績に基づいた金額で補助金申請を行うのが原則である。

４ 貸倒引当金の計上基準が明確になっていない。

１ 愛媛県生活つなぎ資金協会による事業のうち、貸付については平
成１４年４月１日から廃止し、６月１日以降は専任者１名で回収業務
に専念している。

２ 今後、事業会計のみで処理することとしたい。

３ 平成１４年度からは、人件費及び償却財源等を執行見込みに合わせ
て県に申請した。

４ 債権を債務者の返済状況により区分し、それぞれの債権に応じた
貸倒引当金基準を設定し、平成１４年度以降の決算においては、これ

愛 媛 県 報平成１４年１０月２９日 第１４０３号外１
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公表第３３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１４年１０月２９日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

同 吉 久 宏

５ 損益計算書上貸付金利息の計上を行っていない。また、未収利息
額の計上もれが１１，１４８円発生している。

６ 貸付は小切手で行っている。支部の担当者が小切手用紙と銀行取
引印を保管し、小切手の振出を行っている。小切手用紙の保管と銀
行取引印の保管を同一の者が行うと、権限外の振出を許す余地を残
し、内部管理上好ましくない。

７ 会計帳簿並びに各種台帳が全て手書きであり、パソコンを活用し
た効率的な事務処理を行う必要がある。

を適用する。

５ 今後、損益計算上、貸付金利息の計上を行うこととする。
また、平成１２年度決算における平成７年度貸付分に対する利息の
未収額７，１１６円及び平成１２年度貸付分に対する利息の未収額４，０３２
円、合計１１，１４８円の計上もれがあったので増額修正した。
今後、このような違算がないよう厳密にチェックを行うこととし
たい。

６ 平成１４年４月１日から貸付を廃止した。

７ 平成１４年度からパソコンを導入し、可能な限りパソコン利用によ
る事務の効率化を図ることとした。

監 査 対 象 機 関 愛媛県歴史文化博物館

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１３年１２月１８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ 博物館の事業目的達成のために、負担可能な総支出額の算定、そ
の上で、管理費、人件費、事業費に区分した中期的経営計画を作成
する必要がある。

２ 博物館としての適切な予算管理を実行するため、事業費目及び勘
定科目の双方での総経費に関する予算実績集計が必要である。

３ 館長は非常勤嘱託で首都圏在住、来館が年間９回延べ３０日の勤務
で、全般管理業務に携わる時間は僅かしかない。副館長は常勤で館
長を補佐し全般管理業務を行っているが、在籍期間が原則として１
年～２年度に限られてきたため、全般管理業務に精通するには期間
が短すぎる。組織全体に対する実務的な責任者のもと、経営計画（
数値面を含む）を策定のうえ、組織目的を達成するための効率的な
組織運営を行う必要がある。

４ 平成１２年度の館長の執務実績は、来館９回延べ３０日及び東京都で
の勤務１０回である。館長の報酬は、「特別職の職員の給与及びその
他の給付に関する条例」により適法に規定された報酬であり、学識
経験等により館の品位と権威を高める等館長の知名度効果などを総
合的に評価して決定されているが、勤務実態と報酬額との間で著し
い乖離が認められる。

５ 平成１２年度末の累計入館者数は約７４万人で、開館後７年近くが経
過したにもかかわらず県民約１５０万人のうち半数しか利用しておら
ず、利用者が減少傾向にある。愛媛県は博物館の建設運営に２００億

１ 中期的経営計画の策定については、県の財政計画や人員計画など
様々な制約があるため全国の科学系及び歴史系博物館では中期的経
営計画を策定している自治体はないが、平成１５年度から作成する。

２ 予算編成時には想定していなかった支出が生じる場合があり、効
率的に事業執行をするために、愛媛県予算の編成及び執行に関する
規則第１３条の規定に基づき他事業費から流用を実施することもある
が、基本的には、実施内容に基づく適正な執行に努め、事業ごとの
予算管理に一層配慮していきたい。

３ 管理運営については、年間の業務計画を館長のもとで協議し作成
しており、変更が生じた場合には、重要度に応じ多様な方法で指示
を仰ぎ適切に処理が行われている。
また、日常の全般的な管理運営業務は、在籍期間にかかわらず副
館長が行い、現在のところ特に問題は生じていないが、副館長の異
動の際には、事務の継続に支障が生じないよう事務引継ぎ等を的確
に行い、組織目的達成のため効率的な組織運営になお一層努めたい
。

４ 館長の業務は、来館時の直接的執務のほか、情報収集、博物館の
全国紹介、緊急時の電話やＦＡＸでの相談、学芸員の論文指導等来
館せずに行う業務も多い。
また、自らの講演、調査研究の質的向上、館長の学識経験等によ
り館の品位と権威を高めていること、巡回展誘致時の館長の知名度
効果など総合的評価により設定されたものである。

５
・学校教育との連携などによる子供たちの博物館利用の促進
・集客力のある企画展等の開催や事業の展開
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円以上のお金をかけてきた。利用者数が博物館の唯一の評価基準で
はないが、最も重視すべきものではある。県民に来館してもらうよ
う有効な対策が必要と考える。また、これ以上利用者数の減少が進
行するようであれば、利用者数に応じた事業内容、規模への移行を
検討すべきである。

６ 歴史資料を含む備品については、備品管理簿を作成しているが、
実査（台帳と現物の照合）を行っていない。今後は定期的に実査を
行う必要がある。

７ 古書業者の団体等が主催する入札会で古文書等の歴史資料を購入
する場合があり、入札手続は古書業者に委託するのがルールとなっ
ている。落札金額については、入札を委託した古書業者から報告を
受けるだけで、落札金額を客観的に証明する文書等を入手していな
い。入札会の主催者又は落札品の出品業者から落札価格を証明する
文書を入手する必要がある。

８ 展示物の保守点検業務については、当初に展示品を製作した業者
でないと業務遂行が難しいということで、入札にはよらず随意契約
としている。入札によることがどうしてもできない場合は、当該保
守点検業務の内容は、大部分が人件費であるので、作業予定時間と
時間単価を見積書に記載させて、見積金額が妥当であるか検討する
必要がある。
また、保守点検作業の終了後には、業者から作業実績時間を報告

させて、次回の契約に役立てる必要がある。

９ 「研究紀要」に一度も研究成果を発表していない学芸課の学芸員
がいる。調査研究だけが学芸員の職務ではないが、調査研究は主た
る業務であるので、最低でも２～３年に一度は研究成果を発表すべ
きである。

１０ 公衆電話取扱手数料のうち一部が歳入調定もれとなっている（約
１３千円）。至急調定を行うとともに、再発防止策を講じる必要があ
る。

１１ 財産台帳（副）に関しては手書きとなっている。「愛媛県公有財
産及び債権に関する事務取扱規則」では、総務管理課が財産台帳（
正）を作成し財産管理を行い、現物担当課が財産台帳（副）を作成
し現物管理を行うこととなっている。しかし、規則上様式が規定さ
れているのみであり台帳管理を手書きで行う必要はない。パソコン
を活用して１種類の管理データを作成し、同一データを総括管理に
利用する方法に変更すべきである。

１２ 固定資産物品及びリース資産について、パソコンを活用した場所
別資産管理台帳を整備し、物品管理を徹底する必要がある。

１３ 博物館のような恒常的施設における事業評価は、事業目的達成に
負担可能な総支出額と人件費及び管理費並びに各事業費の積算から
なる経営計画数値と正確に把握された実績値を総支出及び区分毎に
比較することにより行われるものである。
博物館の総支出を対象とした事業評価が必要と考えられる。

・事業内容に応じた効率的かつ効果的な広報などに積極的に取り組
み、入館者確保に努めているが、更に有効対策を検討していきた
い。

６ 歴史資料を含む備品については、台帳を管理している者と、現物
を管理している者が立ち会いのもとで、定期的に実査することとし
た。

７ 入札会の主催者は、落札価格を公表しておらず、また、落札金額
を客観的に証明する文書の入手は困難なため、平成１３年１１月に行わ
れた入札会から、入札を委託した業者以外の入札関係者から電話で
聴取確認することとした。

８ できる限り詳細な見積書の提出を求め、適正な契約に努めること
とした。なお、次年度の契約の参考にするため、年度の業務終了後
の報告書に作業人数等を記載させることとした。

９ 学芸員の研究成果の公表は研究紀要ばかりでなく、展示図録や資
料目録の作成、博物館だよりの執筆等多岐にわたっているが、指摘
のように一度も研究紀要に発表したことがない学芸員には、今後積
極的に発表させることとした。

１０ 未調定分については、平成１３年１２月に調定済みである。
一部ＮＴＴからの手数料相当額の入金がなされてなかった分があ
ったので、今後ＮＴＴとの連絡を密にして、通帳の残高等を確認し
ながらこのような事態の防止に努めることとした。

１１ 財産台帳のデータベース化については、基礎データの整備や財産
管理の手法全体の見直しなど、事前の準備作業を十分行っていく必
要があり、平成１３年度に導入された庁内ＬＡＮを活用することを基
本として、先進県の例も参考にしながら、実施を図ることとしてい
る。
本年度初めに実施した「公有財産・債権に関する調」においては
、各課が台帳のデータをパソコンに入力し、総務管理課が全体の集
計作業を行うという手法を取り入れて、財産管理の一元化及び合理
化に向けた取り組みを開始したところである。

１２ 物品管理については、パソコンを活用した場所別資産台帳の整備
に努める。

１３ 経営計画に基づく事業評価を実施する。

監 査 対 象 機 関 愛媛県総合科学博物館

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１３年１２月１８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ 博物館の事業目的達成のために、負担可能な総支出額の算定、そ
の上で、管理費、人件費、事業費に区分した中期的経営計画を作成

１ 中期的経営計画の策定については、県の財政計画や人員計画など
様々な制約があるため全国の科学系及び歴史系博物館では中期的経
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する必要がある。

２ 博物館としての適切な予算管理を実行するため、事業費目及び勘
定科目の双方での総経費に関する予算実績集計が必要である。

３ 館長は非常勤嘱託で首都圏在住、来館が年間１２回延べ２４日の勤務
で、全般管理業務に携わる時間は僅かしかない。副館長は常勤で館
長を補佐し全般管理業務を行っているが、在籍期間が原則として１
年～２年度に限られてきたため、全般管理業務に精通するには期間
が短すぎる。組織全体に対する実務的な責任者のもと、経営計画（
数値面を含む）を策定のうえ、組織目的を達成するための効率的な
組織運営を行う必要がある。

４ 平成１２年度の館長の執務実績は、来館１２回延べ２４日及び東京都で
の勤務３回である。館長の報酬は、「特別職の職員の給与及びその
他の給付に関する条例」により適法に規定された報酬であり、学識
経験等により館の品位と権威を高める等館長の知名度効果などを総
合的に評価して決定されているが、勤務実態と報酬額との間で著し
い乖離が認められる。

５ 公衆電話取扱手数料を管理するための普通預金のうちに歳入調定
もれが発生している。

営計画を策定している自治体はないが、平成１５年度から作成する。

２ 予算編成時には想定していなかった支出が生じる場合があり、効
率的に事業執行をするために、愛媛県予算の編成及び執行に関する
規則第１３条の規定に基づき他事業費から流用を実施することもある
が、基本的には、実施内容に基づく適正な執行に努め、事業ごとの
予算管理に一層配慮していきたい。

３ 管理運営については、年間の業務計画を館長のもとで協議し作成
しており、変更が生じた場合には、重要度に応じ多様な方法で指示
を仰ぎ適切に処理が行われている。
また、日常の全般的な管理運営業務は、在籍期間にかかわらず副
館長が行い、現在のところ特に問題は生じていないが、副館長の異
動の際には、事務の継続に支障が生じないよう事務引継ぎ等を的確
に行い、組織目的達成のため効率的な組織運営になお一層努めたい
。

４ 館長の業務は、来館時の直接的執務のほか、情報収集、博物館の
全国紹介、緊急時の電話やＦＡＸでの相談、学芸員の論文指導等来
館せずに行う業務も多い。
また、自らの講演、調査研究の質的向上、館長の学識経験等によ
り館の品位と権威を高めていること、巡回展誘致時の館長の知名度
効果など総合的評価により設定されたものである。

５ 歳入調定もれ及び立替分については、平成１３年１０月に調定及び返
還済みである。

６ 財産台帳のデータベース化については、基礎データの整備や財産
管理の手法全体の見直しなど、事前の準備作業を十分行っていく必
要があり、平成１３年度に導入された庁内ＬＡＮを活用することを基
本として、先進県の例も参考にしながら、実施を図ることとしてい
る。
本年度初めに実施した「公有財産・債権に関する調」においては
、各課が台帳のデータをパソコンに入力し、総務管理課が全体の集
計作業を行うという手法を取り入れて、財産管理の一元化及び合理
化に向けた取り組みを開始したところである。

７ 物品管理については、パソコンを活用した場所別資産台帳の整備
に努める。

８ 経営計画に基づく事業評価を実施する。

年度 歳入調定もれの内容
１０ 受取利息 １円

１１
受取利息 ４円
公衆電話取扱手数料 ５，４９０円

１２
受取利息 ６円
公衆電話取扱手数料 ２，２０５円

また、担当者が公衆電話取扱手数料が不足していると判断を誤り
、不足分を自費で立替えそのままになっているものが平成１０年度に
２，１０５円、平成１１年度に１，２５１円ある。

６ 財産台帳（副）に関しては手書きとなっている。「愛媛県公有財
産及び債権に関する事務取扱規則」では、総務管理課が財産台帳（
正）を作成し財産管理を行い、現物担当課が財産台帳（副）を作成
し現物管理を行うこととなっている。しかし、規則上様式が規定さ
れているのみであり台帳管理を手書きで行う必要はない。パソコン
を活用して１種類の管理データを作成し、同一データを総括管理に
利用する方法に変更すべきである。

７ 固定資産物品及びリース資産について、パソコンを活用した場所
別資産管理台帳を整備し、物品管理を徹底する必要がある。

８ 博物館のような恒常的施設における事業評価は、事業目的達成に
負担可能な総支出額と人件費及び管理費並びに各事業費の積算から
なる経営計画数値と正確に把握された実績値を総支出及び区分毎に
比較することにより行われるものである。
博物館の総支出を対象とした事業評価が必要と考えられる。

監 査 対 象 機 関 愛媛県生涯学習センター

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１４年３月２８日

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

１ 生涯学習センターの事業目的達成のために、負担可能な総支出額 １ 中期的経営計画の策定については、県の財政計画や人員計画など
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の算定、その上で、管理費、人件費、事業費に区分した中期的経営
計画を管理部署を設置して作成する必要がある。

２ 生涯学習センターとしての適切な予算管理を実行するため、事業
費目（事項）及び勘定科目の双方での総経費に関する予算実績集計
が必要である。

３ 毎日膨大な量の文書がコピーされている。本当に必要なコピーか
どうか判断してコピーすることも大切なことであるが、文書ファイ
ルの在り方を変え、効率のよい事務システムを構築する必要がある
。

４ 入札を行っている清掃料等の委託料については、契約金額が下落
傾向にあるが、一者との随意契約による委託料については上昇傾向
にある。一者との随意契約の場合は、見積書に詳細な見積根拠を記
載させて、見積金額が妥当であるかどうか検討する必要がある。ま
た、今後、設備を購入するときには、設備代金だけでなくこれに付
随する保守点検料等も含めて入札を行うことを検討する必要がある
。

５ パソコン・ワープロ・ファックス等の情報機器については、単年
度予算に縛られることなく、中長期的な観点からコストが最少です
む調達方法（レンタル、購入、リース）を検討する必要がある。

６ 愛媛県にゆかりの深い偉人・賢人の遺品や業績を展示している県
民メモリアルホールの入館者は、年々減少傾向にあり、平成１２年度
の１日当りの入館者は２０人程度である。一方、運営費用は概算でも
２８，３４１千円以上と計算される。入館者数の減少に歯止めがかからな
いのであれば、入館者数に応じた事業内容・規模への移行を検討す
る必要がある。また、入館者数の増加が見込まれる場所への移転も
検討すべきではないか。

７ 県民メモリアルホールが資料を収集する場合、資料評価者に資料
の真偽の鑑定及び価格等の資料の評価を行ってもらうことが要綱に
よって定められている。平成１２年度に購入した資料について価格に
関する意見が記載されていない。価格についての意見も記載しても
らう必要がある。

８ 資金前渡担任者通帳に過年度（平成８年度）の金額２１，３６８円が残
っている。早期に処理の必要がある。

９ 財産台帳（副）に関しては手書きとなっている。「愛媛県公有財
産及び債権に関する事務取扱規則」では、総務管理課が財産台帳（
正）を作成し財産管理を行い、現物担当課が財産台帳（副）を作成
し現物管理を行うこととなっている。しかし、規則上様式が規定さ
れているのみであり台帳管理を手書きで行う必要はない。パソコン
を活用して１種類の管理データを作成し、同一データを総括管理に
利用する方法に変更すべきである。

１０ 固定資産物品について、パソコンを活用した場所別資産管理台帳
を整備し、物品管理を徹底する必要がある。

１１ 生涯学習センターのような恒常的施設における事業評価は、事業
目的達成に負担可能な総支出額と人件費及び管理費並びに各事業費
の積算からなる経営計画数値と正確に把握された実績値を総支出及
び区分毎に比較することにより行われるものである。
生涯学習センターの総支出を対象とした事業評価が必要と考えら

れる。

様々な制約があるため全国の類似施設では中期的経営計画を策定し
ている自治体はないが、平成１５年度から作成する。

２ 予算編成時には想定していなかった支出が生じる場合があり、効
率的に事業執行をするために、愛媛県予算の編成及び執行に関する
規則第１３条の規定に基づき他事業費から流用を実施することもある
が、基本的には、実施内容に基づく適正な執行に努め、事業ごとの
予算管理に一層配慮していきたい。

３ コピー機の使用については、事業実施に伴う資料の作成等一時に
大量に使用するものもあるが、一般事務処理用のものは、さらに節
約に努めることといたしたい。また、効率のよい事務システムを構
築する。

４ できる限り詳細な見積書の提出を求め、適正な契約に努める。な
お、次年度の契約の参考にするため、年度の業務終了後の報告書に
作業人数等を記載させることとした。また、今後、設備を購入する
ときには、設備代金だけでなくこれに付随する保守点検料等も含め
て入札を行うことも検討する。

５ コストが最少ですむ調達方法を検討する。

６ 展示に関しては、来館者の興味・関心を喚起するよう展示の説明
を星形の板にする等の工夫をしたり、メモリアルホールに対する来
館者の持続的な関心が得られるよう展示替えのサイクルを短くする
などしていきたい。
また、企画展示室を利用して郷土の偉人・賢人と親子でふれあう
教室等の実施を検討していきたい。
さらに、学校との一層の連携強化を図り、近隣施設への案内やイ
ンターネットを活用した方法等で今後も広報に努めるなど、入館者
数の増加を図る。

７ 価格についても評価者の意見を記載した書面を徴することとした
。

８ 資金前途担任者通帳の２１，３６８円については、平成１４年３月に収入
調定した。

９ 財産台帳のデータベース化については、基礎データの整備や財産
管理の手法全体の見直しなど、事前の準備作業を十分行っていく必
要があり、平成１３年度に導入された庁内ＬＡＮを活用することを基
本として、先進県の例も参考にしながら、実施を図ることとしてい
る。
本年度初めに実施した「公有財産・債権に関する調」においては
、各課が台帳のデータをパソコンに入力し、総務管理課が全体の集
計作業を行うという手法を取り入れて、財産管理の一元化及び合理
化に向けた取り組みを開始したところである。

１０ 物品管理については、パソコンを活用した場所別資産管理台帳の
整備に努める。

１１ 経営計画に基づく事業評価を実施する。
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